
    特別支援学校の設置基準の策定及び特別支援学級の学級編制基準の 

    改善を求める意見書 

 

 全国的に特別支援学校の児童・生徒数の増加がすすみ、在籍者数は２００５年（平

成１７年）と比較すると１１年間で３万８０００人増えています。（平成２９年版文

部科学統計要覧）一方、学校建設はほとんどすすまず、１５０人規模の学校に４００

人以上の児童・生徒が押し込まれるなど、子どもたちの学ぶ権利を奪うばかりか、い

のちと健康をも脅かしています。 

 普通教室確保のために、一つの教室を薄いカーテン 1枚で仕切って使うことなどが

常態化し、隣のクラスの先生や子どもの声も筒抜けになり、落ち着いた授業にはなり

ません。図書室や作業室、個別指導の部屋などの指導上必要な特別教室が普通教室に

転用され、医療的ケアが必要な子どもと動き回る子どもが同じ空間で過ごさざるをえ

ない状況も生まれています。全国で不足している教室が、普通教室だけで３４３０教

室（２０１６年）にのぼることが文科省調査でも明らかになっています。 

 こういった事態の根幹にあるのが、幼稚園から小中学校、高校、大学、専門学校ま

ですべてにある「設置基準」が特別支援学校だけにないことです。「設置基準」とい

うのは、「学校を設置するのに必要な最低の基準」であり、設置者はこの基準の「向

上を図ることに努めなければならない」とされています。小学校の「設置基準」では、

１２～１８学級が「標準とする」とされ、それ以上は「過大校」という扱いになり、

新たな学校建設や増設が検討されます。ところが、特別支援学校では８０学級を超え

る学校があっても、子どもと教職員に負担を強いるだけで、学校の新増設は進んでい

ません。 

 また、全国的に特別支援学級在籍の児童・生徒数の増加も止まりません。文部科学

省の学校基本調査によれば、国公私立合わせて２００５年（平成１７年）は９６，８

１１人でしたが、２０１６年（平成２８年）には２１７，８３９人と２．２５倍に増

えています。 

 在籍する児童・生徒の状況は多様で、医療的ケアが必要な子ども、学年に沿った教

科学習が可能な情緒障害の子ども、個別対応が常時必要な子ども等々、実態に大きな

差があります。さらに、小学校では１年生から６年生まで、中学校では１年生から３

年生までが在籍し、学年差、年齢差に応じた指導が必要であるにもかかわらず、充分

な対応ができないのが現状です。 

 ８人の子どもを一人で担任することは負担が大きく、すでに限界を超えています。

しかし、１９９３年の第６次定数改善以来、特別支援学級の学級編制基準は１学級８

名のまま変わっていません。 

 よって、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請します。 

記 

１．特別支援学校の設置基準を策定すること。 

２．特別支援学級の学級編制基準を改善し、１学級６名とすること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

平成２９年６月１５日 

 

北海道江差町議会議長  打越 東亜夫 


